
八王子市総合事業サービスコード

種類 項目 給付率
Ａ3 1001 訪問型サービスＡⅠ（１割負担） 90% 990
Ａ3 1002 訪問型サービスＡⅠ（２割負担） 80% 990
Ａ3 1331 訪問型サービスＡⅠ（３割負担） 70% 990
Ａ3 1003 訪問型サービスＡⅠ・同一（１割負担） 90% 891
Ａ3 1004 訪問型サービスＡⅠ・同一（２割負担） 80% 891
Ａ3 1332 訪問型サービスＡⅠ・同一（３割負担） 70% 891
Ａ3 1005 訪問型サービスＡⅡ（１割負担） 90% 1,980
Ａ3 1006 訪問型サービスＡⅡ（２割負担） 80% 1,980
Ａ3 1333 訪問型サービスＡⅡ（３割負担） 70% 1,980
Ａ3 1007 訪問型サービスＡⅡ・同一（１割負担） 90% 1,782
Ａ3 1008 訪問型サービスＡⅡ・同一（２割負担） 80% 1,782
Ａ3 1334 訪問型サービスＡⅡ・同一（３割負担） 70% 1,782
Ａ3 1009 訪問型サービスＡⅢ（１割負担） 90% 2,970
Ａ3 1010 訪問型サービスＡⅢ（２割負担） 80% 2,970
Ａ3 1335 訪問型サービスＡⅢ・（３割負担） 70% 2,970
Ａ3 1011 訪問型サービスＡⅢ・同一（１割負担） 90% 2,673
Ａ3 1012 訪問型サービスＡⅢ・同一（２割負担） 80% 2,673
Ａ3 1336 訪問型サービスＡⅢ・同一（３割負担） 70% 2,673
Ａ3 1101 訪問型サービスＡ初回加算（１割負担） 90% 200
Ａ3 1102 訪問型サービスＡ初回加算（２割負担） 80% 200
Ａ3 1113 訪問型サービスＡ初回加算（３割負担） 70% 200
Ａ3 1411 訪問型サービスＡ運営体制構築支援加算（Ⅰ） 100% 99
Ａ3 1412 訪問型サービスＡ運営体制構築支援加算（Ⅱ） 100% 196
Ａ3 1413 訪問型サービスＡ運営体制構築支援加算（Ⅲ） 100% 406

契約期間が１月に満たない場合（日割計算用サービスコード）

種類 項目 給付率
Ａ3 1201 訪問型サービスＡⅠ（１割負担）　日割 90% 33
Ａ3 1202 訪問型サービスＡⅠ（２割負担）　日割 80% 33
Ａ3 1341 訪問型サービスＡⅠ（３割負担）　日割 70% 33
Ａ3 1203 訪問型サービスＡⅠ・同一（１割負担）　日割 90% 29
Ａ3 1204 訪問型サービスＡⅠ・同一（２割負担）　日割 80% 29
Ａ3 1342 訪問型サービスＡⅠ・同一（３割負担）　日割 70% 29
Ａ3 1205 訪問型サービスＡⅡ（１割負担）　日割 90% 65
Ａ3 1206 訪問型サービスＡⅡ（２割負担）　日割 80% 65
Ａ3 1343 訪問型サービスＡⅡ（３割負担）　日割 70% 65
Ａ3 1207 訪問型サービスＡⅡ・同一（１割負担）　日割 90% 59
Ａ3 1208 訪問型サービスＡⅡ・同一（２割負担）　日割 80% 59
Ａ3 1344 訪問型サービスＡⅡ・同一（３割負担）　日割 70% 59
Ａ3 1209 訪問型サービスＡⅢ（１割負担）　日割 90% 98
Ａ3 1210 訪問型サービスＡⅢ（２割負担）　日割 80% 98
Ａ3 1345 訪問型サービスＡⅢ（３割負担）　日割 70% 98
Ａ3 1211 訪問型サービスＡⅢ・同一（１割負担）　日割 90% 88
Ａ3 1212 訪問型サービスＡⅢ・同一（２割負担）　日割 80% 88
Ａ3 1346 訪問型サービスＡⅢ・同一（３割負担）　日割 70% 88
Ａ3 1414 訪問型サービスＡ運営体制構築支援加算（Ⅰ）　日割 100% 3
Ａ3 1415 訪問型サービスＡ運営体制構築支援加算（Ⅱ）　日割 100% 6
Ａ3 1416 訪問型サービスＡ運営体制構築支援加算（Ⅲ）　日割 100% 13

ホ　運営体制構築支援加
算

（１）運営体制構築支援加算（Ⅰ）  　別に定める期間内に訪問型サービスＡ費（Ⅰ）を算定した場合　　　　3単位加算

（２）運営体制構築支援加算（Ⅱ）    別に定める期間内に訪問型サービスＡ費（Ⅱ）を算定した場合　　　　6単位加算

（３）運営体制構築支援加算（Ⅲ）    別に定める期間内に訪問型サービスＡ費（Ⅲ）を算定した場合　　　13単位加算

事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利
用者20人以上にサービスを行う場合　　　×90％

ロ　訪問型サービスＡ費
（Ⅱ）

事業対象者・要支援1・
2（週2回）

65単位
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利
用者20人以上にサービスを行う場合　　　×90％

ハ　訪問型サービスＡ費
（Ⅲ）

要支援2（週3回）

98単位 事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利
用者20人以上にサービスを行う場合　　　×90％

イ　訪問型サービスＡ費
（Ⅰ）

事業対象者・要支援1・
2（週1回）

33単位

サービスコード
サービス内容略称

算定項目 合成
単位数

算定単位

日割計算の場合

÷30.4　日
1日につき

要支援2（週3回）

2,970単位 事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合　　　×90％

イ　訪問型サービスＡ費
（Ⅰ）

事業対象者・要支援1・
2（週1回）

990単位

1月につき

事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合　　　×90％

ロ　訪問型サービスＡ費
（Ⅱ）

事業対象者・要支援1・
2（週2回）

1,980単位
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合　　　×90％

ハ　訪問型サービスＡ費
（Ⅲ）

ニ　初回加算 200単位加算

ホ　運営体制構築支援加
算

（１）運営体制構築支援加算（Ⅰ）      別に定める期間内に訪問型サービスＡ費（Ⅰ）を算定した場合      99単位加算
（２）運営体制構築支援加算（Ⅱ）      別に定める期間内に訪問型サービスＡ費（Ⅱ）を算定した場合     196単位加算
（３）運営体制構築支援加算（Ⅲ）      別に定める期間内に訪問型サービスＡ費（Ⅲ）を算定した場合   　406単位加算
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単位数

算定単位


